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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撥水シートで形成され、上面が開放した容器内に、処理しようとする汚泥を投入する工
程と、
　汚泥が投入され、上面が開放した前記容器を通風状態に置く工程と、
を含むことを特徴とする汚泥を減容化する方法。
【請求項２】
　前記撥水シートが、メルトブローン不織布の層を含むことを特徴とする請求項１に記載
の汚泥を減容化する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理しようとする汚泥の容積を減容化する方法に関する。ここで、汚泥には
、有機系及び無機系の汚水処理の過程で生ずる汚泥の他、夾雑物、家畜糞尿、水道配水池
で発生する汚泥、ディスポーザーで発生する厨芥などの固形物が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、汚泥を減容化する方法として、濃縮機や脱水機を利用する方法、天日乾燥による
方法、重力沈殿を利用する方法、膜を用いた活性汚泥法などが知られている。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、濃縮機や脱水機を利用する方法では、大規模な装置が必要であり、天日
乾燥による方法では、天候に左右されやすく、重力沈殿を利用する方法では、濃縮度が低
いという弊害がある。また、活性汚泥法では、処理に時間がかかりすぎるという不都合が
ある。このように、従来の汚泥を減容化する方法には、種々の課題があり、満足すべきも
のがないのが現状である。
【０００４】
　本発明は、このような状況を鑑みて開発されたものであって、低コストで効率的に汚泥
の容積を減少させることができる方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願請求項１に記載の汚泥を減容化する方法は、撥水シートで形成され、上面が開放し
た容器内に、処理しようとする汚泥を投入する工程と、汚泥が投入され、上面が開放した
前記容器を通風状態に置く工程とを含むことを特徴とするものである。
【０００７】
　本願請求項２に記載の汚泥を減容化する方法は、前記請求項１の方法において、前記撥
水シートが、メルトブローン不織布の層を含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の方法によれば、安価な素材である撥水シートを用いるため低いコストで、天日
乾燥等のように広大なスペースを必要とせずに、効率的に被処理汚泥の減容化を達成する
ことができる。また、本発明の方法では、水分が蒸気となって自然揮散されるので、水分
を処理する必要がない。また、減容化された汚泥は、含水率が極めて小さいので、燃料と
して使用することもできる。また、撥水シートが空気を通すが水の侵入を防ぐため、汚泥
が好気性発酵を起こし、熱が発生して、汚泥の乾燥化とコンポスト化が可能になる。さら
に、被処理汚泥が減容化され乾燥が進行すると、腐敗が止まるため、悪臭の発生を抑制す
る効果を期待することもできる。本発明の方法によって処理された乾燥汚泥は、良好な条
件の下では、含水率が１０重量％以下となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に図面を参照して、本発明の好ましい実施の形態に係る汚泥を減容化する方法につい
て詳細に説明する。本発明の方法では、蒸気は通すが水滴状の水を通さない素材（以下「
撥水シート」という）を使用する。
【００１０】
　好ましくは、本発明の方法においては、撥水シートを加工して形成された容器を用いて
汚泥を減容化する。図１には、本発明の方法に使用する容器の例が示されている。図１（
ａ）は、上面が開放した箱型の撥水シート製容器１０と、容器１０を支持するためのフレ
ーム１２を示している。本発明の方法の実施に際しては、フレーム１２で支持された容器
１０内に、被処理汚泥が投入される。なお、フレーム１２を炭素繊維で作ると、軽量で現
場組立が可能となるので、好ましい。
【００１１】
　また、図１（ｂ）は、上面が開放した箱型の撥水シート製容器２０と、容器２０を収容
する外箱２２を示している。外箱２２の側面には、開口部２２ａが設けられている。本発
明の方法の実施に際しては、外箱２２に収納された容器２０内に、被処理汚泥が投入され
る。
【００１２】
　上述のように、容器１０、２０内に投入された汚泥中の水分は、日数が経過するにつれ
て、蒸気となって大気中に自然揮散され、これにより、汚泥の減容化が達成される。なお
、水分の自然揮散を促進するために、汚泥が投入された容器１０、２０を（例えば、図１
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（ａ）又は図１（ｂ）に示されるように）風通しの良い状態におくのが好ましい。
【００１３】
　なお、撥水シートとしては、様々なものが知られているが、本発明者の行った種々の実
験によれば、メルトブローン不織布の層を有するものが好ましい。
【００１４】
　次に、本発明の方法の有効性を実証するために行われた試験について説明する。試験に
は、汚水処理場の脱水汚泥（含水率８４．１重量％）を使用した。試験に際しては、撥水
シート製の容器と通常の容器を準備し、各々の容器に５．５ｋｇ（湿重量）の汚泥を投入
した。そして、汚泥を投入した容器を日当たりが良く、かつ風通しが良い場所に放置し、
時間の経過とともに、容器内の汚泥の含水率を算出した。
【００１５】
　図２は、試験の結果を表した表である。この表において、Ａが撥水シート製の容器（質
量１．１１ｋｇ）、Ｂが通常の容器（質量１．３４ｋｇ）である。また、測定値は汚泥が
入っている容器の質量（即ち、汚泥質量＋容器の質量）、質量比は試験開始日の汚泥の質
量を１としたときの当該経過日数における汚泥質量の比率を意味している。また、時間の
経過につれて汚泥質量が減少するが、その減少分は全て水分であると仮定する。
【００１６】
　図３は、図２に示した試験結果をグラフにしたものである。図３において、縦軸は推定
含水率、横軸は経過日数を表している。図３から明らかなように、通常の容器Ｂの場合に
は、時間が経過しても含水率が殆ど減少しないのに対して、撥水シート製の容器Ａの場合
には、経過日数が３０日程度で推定含水率が５０重量％にまで減少することが分かる。
【００１７】
　以上の試験結果から分かるように、撥水シート製の容器を使用することにより、極めて
効率的に被処理汚泥の減容化の達成が可能になった。
【００１８】
　本発明は、以上の発明の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載され
た発明の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるもの
であることはいうまでもない。
【００１９】
　例えば、図１に示される容器の形態は、単なる例示的なものであり、他の形態の容器を
用いて本発明の方法を実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の方法に使用する容器の例を示した図である。
【図２】本発明の方法の有効性を実証するために行われた試験の結果を表した表である。
【図３】図２に示した試験結果を表したグラフである。
【符号の説明】
【００２１】
　１０、２０　容器
　１２　フレーム
　２２　外箱
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【図１】

【図２】

【図３】
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